
3 長薬発第 679 号 

令和 3年 9 月 29 日 

 

地域薬剤師会長  様 

同 薬局部会長  様 

 

長野県薬剤師会 

会長 日野 寛明 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて （その 63） 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記について、日本薬剤師会から別添のとおり通知がありました。 

令和3年10月以降におけるコロナ患者の調剤に係る特例評価につきましては、令和3

年9月29日付 3長薬発第677号にてお知らせしたところですが、今般、これに伴う調剤報

酬上の取扱いが示されました。 

なお、薬局等における感染拡大防止対策への支援としての年末までのかかり増し経費

の補助については、具体的な情報を入手次第、別途お知らせ予定であるとのことです。 

つきましては、ご多忙の折、恐縮ですが、貴会(部会)会員にご周知くださいますよう、

よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 長野県薬剤師会  

医薬品情報室 一志 ／ 保険医療課 桐山 

〒390-0802 松本市旭 2-10-15 

℡0263-34-5511 FAX0263-34-0075  

E-mail：hoken3@naganokenyaku.or.jp 







 

 
 

 

 



 



 

 



 


